
環 境 課からのお知らせ

■問い合わせ／環境課　☎８８０－６５５７
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● 5月の例

　各ごみの収集日については「南国
市の家庭ごみの分け方・出し方｣ を
ご覧ください。最新版は ｢平成30年
作成」です。市役所総合案内、各支
所で配布しています。
　第○・○曜日が、ご家庭のカレンダー
でいつなのか分かりにくい場合は、
右の表を参考にしてください。

　

市
内
一
斉
清
掃
に
つ
い
て

　
６
月
は
環
境
月
間
で
す
。
市
内
の

良
好
な
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め

に
、
一
斉
清
掃
を
実
施
し
ま
す
。
市

民
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
・
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時
／
６
月
２
日
㈰

※
開
始
時
刻
・
集
合
場
所
等
は
地
区

で
決
め
て
い
ま
す
の
で
、
回
覧
等

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
午
前
９
時
30
分
ま
で
に
地
区
で
定

め
ら
れ
た
集
積
場
所
へ
集
め
て
く

だ
さ
い
。

■
備
考
／
小
雨
決
行
、
順
延
無
し
。

※
気
象
に
関
す
る
注
意
報
、
警
報
発

令
等
の
場
合
は
市
の
回
収
を
中
止

し
ま
す
。

※
家
庭
の
ご
み
や
草
木
（
道
路
・
空

き
地
・
庭
）、
水
路
・
側
溝
な
ど

の
泥
は
収
集
し
ま
せ
ん
。

ほ
た
る
の
保
護
に
つ
い
て

　
市
で
は
、
毎
年
５
月
中
旬
か
ら
６

月
上
旬
に
か
け
て
、
ほ
た
る
が
飛
び

交
う
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
多
く
は
山
間
部
で
、
平
野

部
で
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
確
認
で
き

て
い
ま
せ
ん
。

　
市
は
ほ
た
る
保
護
の
た
め
、
市
内

全
域
に
つ
い
て
ほ
た
る
の
捕
獲
を
禁

止
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
分
川
以

北
を
重
点
保
護
区
域
と
定
め
エ
サ
と

な
る
カ
ワ
ニ
ナ
の
捕
獲
も
原
則
禁
止

し
て
保
護
し
て
い
ま
す
。

　
ほ
た
る
が
住
め
る
環
境
は
、
多
様

な
生
物
が
生
息
で
き
る
環
境
で
も
あ

り
ま
す
。

市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

狂
犬
病
予
防
注
射
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か

　
犬
の
飼
い
主
は
、
年
１
回
飼
い
犬

に
、
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

５
月
に
左
記
日
程
で
集
合
注
射
を
実

施
し
ま
す
の
で
、
４
月
に
受
け
て
な

い
場
合
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
受
け

て
く
だ
さ
い
。

【
５
月
12
日
㈰
】

 

・
日
章
福
祉
交
流
セ
ン
タ
ー

　
10
時
20
分
〜
10
時
50
分

 

・
大
湊
小
南
避
難
タ
ワ
ー

　
11
時
〜
11
時
20
分

 

・
稲
生
ふ
れ
あ
い
館

　
13
時
〜
13
時
30
分

 

・
南
国
市
役
所
玄
関
前

　
13
時
55
分
〜
14
時
30
分

【
５
月
19
日
㈰
】

 

・
久
礼
田
体
育
館

　
10
時
20
分
〜
10
時
45
分

 

・
岡
豊
ふ
れ
あ
い
館

　
11
時
５
分
〜
11
時
30
分

 

・ 

Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｕ
Ｎ
な
が
お
か

　
13
時
〜
13
時
30
分

 

・
南
国
市
役
所
玄
関
前

　
13
時
50
分
〜
14
時
25
分

※
問
診
票
と
注
射
料
（
１
頭
３
千
100

円
。
な
る
べ
く
お
釣
り
の
無
い
よ

う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。）
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
動
物
病
院
で
も
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

・
野
外
で
蜂
と
遭
遇
し
て
も
、
大
声

で
騒
い
だ
り
、
腕
で
追
い
払
っ
た
り

せ
ず
、
姿
勢
を
低
く
し
て
ゆ
っ
く

り
離
れ
る
。

蜂
の
巣
の
駆
除
に
つ
い
て

　
毎
年
春
か
ら
秋
に
か
け
て
、
蜂
の

営
巣
活
動
が
活
発
に
な
り
ま
す
。
市

に
お
い
て
蜂
の
巣
の
駆
除
は
行
っ
て
お

り
ま
せ
ん
の
で
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等

で
購
入
で
き
る
蜂
専
用
の
駆
除
ス
プ

レ
ー
を
使
っ
て
駆
除
す
る
か
、
専
門
業

者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
専
門
業

者
は
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
の
「
消
毒
業
」
の

ペ
ー
ジ
等
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

【
蜂
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
】

 
・
巣
に
近
づ
か
な
い

 
・
巣
の
前
を
急
い
で
横
切
っ
た
り
、

振
動
を
与
え
る
な
ど
、
急
激
な
動

作
を
避
け
る
。

 

・
巣
の
近
く
で
香
水
、
ヘ
ア
ス
プ
レ
ー

を
使
わ
な
い
。

 

・
洗
濯
物
を
取
り
入
れ
る
と
き
は
蜂

が
潜
ん
で
な
い
か
よ
く
点
検
す
る
。

 

・
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
収
集
は
通
常

通
り
行
い
ま
す
。

 

・
粗
大
ご
み
の
最
終
処
分
場
で
の
受
入

は
連
休
中
は
休
業
と
な
り
ま
す
。

 

・
香
南
清
掃
組
合
の
一
般
家
庭
か
ら
の

直
接
搬
入
は
、
５
月
２
日
㈭
８
時

30
分
〜
11
時
45
分
、
13
時
〜
15
時

45
分
に
受
入
を
行
い
ま
す
。
事
前
に

☎
８
６
３
・
１
１
７
７
へ
ご
予
約
く

だ
さ
い
。

大
型
連
休
中（
４
／
27
〜
５
／
６
）の

ご
み
収
集
に
つ
い
て

INFORMATIONINFORMATION

■補助対象者　／南国市内に住所を有する方
■補助対象基数／１世帯当たり種類ごと各１基
■申請に必要な物
①領収書（明細として購入者・商品名・購入金
額・販売店・販売年月日がわかる書類）
②保証書（電気式のみ）　
③印鑑
④振込先口座
※補助金は年度内予算の範囲内となります。

■補助金額／購入金額の２分の１
　（100円未満の端数は切り捨て）

■補助金額（１件当たり）
③電力会社と電灯契約ならびに太陽光発電設備との
系統連系および余剰電力受給に関する契約を締結
される方
④市税を滞納していない方
⑤交付決定の日から起算して、次のいずれかの早い日
までに設置できる方
　・既存住宅は３カ月以内
　・新築住宅は６カ月以内
　・平成32年２月20日
⑥設備の最大出力は10kw未満であること
■補助対象件数／予算の範囲内（45件程度）
■備考／既設しているものや、交付決定前に設置工
　事を開始した場合は、補助対象となりません。

■補助対象地域／下水道事業計画区域および農業
集落排水事業区域を除く市内全域
■受付期間／４月１日から開始。通常、毎月末で締め
切り、翌月中旬に交付決定します。

※４月受付分については、交付決定が５月中旬より遅
くなる場合があります。
※補助金は予算の範囲内で交付します。
■備考／既設しているものや、店舗など営業用の建
物への設置、交付決定前に設置工事を開始した場
合は、補助対象となりません。

■補助対象者／交付決定後に浄化槽設置工事を開
始し、平成32年２月20日までに設置工事が確実に
完了でき、市税の滞納などがない方

４月から補助金申請の受付を開始します

生ごみ処理器具を購入される方へ

住宅用太陽光発電システムを設置される方へ

浄化槽を設置される方へ

　地球温暖化対策の一環として、太陽光発電を一般住宅へ普及させるために、その費用
の一部を今年も引き続き補助します。

　快適な暮らしと美しい環境をつくる生活排水対策として、浄化槽設置整備事業補助
金制度があります。新築への設置、リフォームなど既存の家屋への設置ができます。

※市内業者とは、市内に本店を有する施工業者

■補助対象者／次の全ての要件を満たす方
①４月１日以降に設置業者との契約をされる方
②自らが居住している市内の住宅（併用住宅を含
む)、または市内に居住を予定し、新築住宅などに
太陽光発電システムを設置される方

■申込み・問い合わせ／ 環境課　☎８８０－６５５７

■補助金額

種　類
好気性
嫌気性
電気式

補助上限額
3,000 円 
1,000 円 

30,000 円 
※平成31年４月1日以降に購入された方でポイント等での支払い分
　を除き、消費税を含む購入金額が補助金計算対象となります。

契約先
市内業者
市外業者

補助金限度額
220,000円
120,000円

１kw当たりの補助金額
55,000円
30,000円

環 境 課からのお知らせ

人槽区分

５人槽
６～７人槽

８～10人槽 

補助金限度額
新築

255,000円
300,000円
387,000円

既存住宅
315,000円
360,000円
447,000円

ご当地ナンバープレート
デザイン投票の結果発表！
ご当地ナンバープレート
デザイン投票の結果発表！

税　務　課　か　ら　の　お　知　ら　せ

　口座振替の手続きは、南国市役所税務課または金融機関窓口でできます。（口座振替可能な金融
機関に限ります。対象金融機関は税務課に問い合わせください）

【必要なもの】
　納税通知書・通帳・通帳に使用している印鑑
　※納税義務者（納税通知書にお名前のある方）での申し込みになります。納税通知書は必ずご準備
　　ください。

【振替開始時期】
　口座振替依頼書を提出した翌月からの開始となります。

　現在、被保険者の皆様のお手元にあります介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護
保険負担限度額認定証の有効期限等の元号については、新元号が決定される前に作成された
ため、「平成」と記載されていますが、５月１日以降も新元号に読み替えて、そのまま使用ができま
す。再交付の手続きは必要ありません。

　ご当地ナンバープレートデザイン投票の結果、投票総数2,656票のうち、897票を獲得した渡部大輝
さん（三重県）の作品に決定しました。決定したデザインは裏表紙へ掲載しておりますのでご覧ください。
　各賞の結果は下記の通りです。

新年度納税通知書のお届け時期になりました。
便利で安心な口座振替をおすすめします。

■問い合わせ／税務課税務管理係　　☎８８０－６５５４

最優秀賞（１名）： 渡部　大輝（三重県）「投票対象デザイン④」
優秀賞（１名）： 垂水　秀行（香川県）「投票対象デザイン⑤」
敢闘賞（３名）： 伊藤　理莉子（東京都）「投票対象デザイン①」、児島　満（宮崎県）「投票対象デザイン③」、
 依岡　優希（高知県立岡豊高等学校）「投票対象デザイン②」
奨励賞（４名）： 小笹　智子（南国市大埇）、川縁　晴津子（富山県）、
 門田　直美（広島県）、李　建行（中国）
次世代奨励賞（９名）： 越智　詩音（高知県立岡豊高等学校）、　　長田　里奈（高知県立岡豊高等学校）、
 橋本　龍舞（大阪府立芦間高等学校）、　　古川　千尋（徳島県／１５歳）、
 松高　小春（高知県立岡豊高等学校）、　　箭﨑　燿　（高知県立岡豊高等学校）、
 矢野　有紗（高知県立須崎工業高等学校）、横谷　友貴（北九州市／１５歳）、
 横山　直人（高知県立岡豊高等学校） ※敬称略、各賞５０音順

の有効期限
について

介護保険
被保険者証

介護保険
負担割合証

介護保険負担
限度額認定証

現在、介護保険被保険者証に
記載されている認定の有効期間

現在、介護保険負担割合証・介護保険負担限度額認定証
に記載されている有効期限

読み替え

読み替え

（例 1）～平成 31 年 5 月 31 日
（例 2）～平成 34 年 3 月 31 日

（例 1）  ～  令和元年 5 月 31 日
（例 2）  ～  令和 4 年 3 月 31 日

平成 31 年 7 月 31 日 令和元年 7 月 31 日

南国市の健診・がん検診を受けるには
平成31年度「南国市健診カレンダー」をご覧ください。

（広報なんこく４月号と一緒に各戸配布済。市役所や保健福祉センターにて随時配布中。市のホーム
ページにも掲載あり。）

希望する検診の受診対象者、受診間隔などを確認。
　　↓
受診希望日、会場等が決まれば申込み。
　　↓
受診票が郵送で届く（※ 大腸がん は採便容器が届く。指定回収日に持参）
　
まとめて受診したい方は 総合健診 がお勧め。  胃がん・肺がん・大腸がん・
特定健診・歯科検診の中から希望のものを選んで申し込むことが可能。

申込不要

肺がん （65歳以上は同時に結核検診も）
対象者全員にお住まいの地区により日時を指定した受診票が順次届く。

加入する医療保険から送られてくる受診券が必要。
（社保の場合、扶養の方で受診券が「契約取りまとめ機関名：集合Ｂ」の方のみ対象）

特定健診・後期高齢者健診 （生活習慣病を早期発見・改善する検査）

広報なんこく 5月号 広報なんこく 5月号2021


